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教 育 長 訓 令

島根県教育委員会教育長訓令第２号

本 庁

出先機関

県立学校

教育事務決裁規程（昭和45年島根県教育委員会教育長訓令第１号）の一部を次のように改正する。

令和２年３月31日

島根県教育委員会教育長 新 田 英 夫

島根県教育庁等組織規則第２条中第20号を第21号とし、第５号から第19号までを１号ずつ繰り下げ、同条第４号中「

」を「 」に改め、同号を同条第５号と（昭和43年島根県教育委員会規則第８号。以下「組織規則」という。） 組織規則

し、同条第３号の次に次の１号を加える。

 副教育長 島根県教育庁等組織規則（昭和43年島根県教育委員会規則第８号。以下「組織規則」という。）第４条

第１項に規定する副教育長をいう。

第３条を次のように改める。

（教育長の決裁事項）

教育長が決裁する事項は、別表第１及び別表第２の教育長決裁事項の欄に掲げるとおりとする。第３条

第３条の次に次の１条を加える。

（副教育長の専決事項）

副教育長が専決することができる事項は、別表第１及び別表第２の副教育長専決事項の欄に掲げるとおりと第３条の２

する。

第12条の表中

「

教育長 １ 教育監

２ 教育次長

３ 当該事務を掌理する参事

４ 当該事務を掌理する課長

５ あらかじめ教育長が指定した課長

」

を

「

教育長 １ 副教育長

２ 教育監

３ 教育次長

４ 当該事務を掌理する参事

５ 当該事務を掌理する課長

６ あらかじめ教育長が指定した課長

副教育長 １ 教育次長

２ 当該事務を掌理する参事

３ 当該事務を掌理する課長

４ あらかじめ副教育長が指定した職員

号外第40号 島 根 県 報 令和２年３月31日

2



号外第40号 島 根 県 報 令和２年３月31日

」

に改める。

別表第１及び別表第２を次のように改める。

（第３条関係）別表第１

各課共通の教育長決裁事項・副教育長専決事項

事務の種類 教 育 長 決 裁 事 項 副 教 育 長 専 決 事 項

１ 教育委員会の １ 教育委員会の議決、承認等を要する案件の

議決等を要する 議案を決定すること。

事務

２ 教育行政の運 １ 県教育行政に関する重要施策及び運営の基

営等に関する事 本方針に基づき、その実施計画を定めるこ

務 と。

２ 特に重要な会議を開催すること。

３ 審査請求及び １ 審査請求に関する答弁書並びに訴訟に関す

訴訟に関する事 る答弁書及び準備書面を作成し、提出するこ

務 と。

２ 審査請求に関する代理人又は訴訟代理人を

選任し、又は解任すること。

４ 附属機関に関 １ 附属機関の委員の任免及び委嘱又は解嘱を １ 附属機関の委員以外の構成員を任免するこ

する事務 決定すること。 と。

５ 指導員等の任 １ 指導員、調査員及びこれらの者に準ずる者

免に関する事務 を任免し、及び勤務条件を決定すること。

６ 職員の任免に １ 本庁及び出先機関における職員のうち本庁

関する事務 の課長と同等以上の職員以外の職員（会計年

度任用職員及び臨時的任用職員を除く。）の

任免を決定すること。

２ 県立学校における職員のうち校長、教頭及

び事務長以外の職員（会計年度任用職員及び

臨時的任用職員を除く。）の任免並びに義務

教育諸学校における職員のうち校長及び教頭

以外の職員（会計年度任用職員及び臨時的任

用職員を除く。）の任免を決定すること。

３ 国若しくは他の地方公共団体に対し職員の

割愛を依頼し、又は国若しくは他の地方公共

団体からの職員の割愛に応ずること。

７ 職員の給与に １ 勤勉手当の勤務成績率を決定すること。

関する事務 ２ 期末手当又は勤勉手当の支給を一時差し止

めること。

３ 一般の退職手当等（職員の退職手当に関す

る条例（昭和29年島根県条例第８号）第４条

の３第２項に規定する一般の退職手当等をい

う。以下同じ。）の支給制限の処分をするこ
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と。

４ 一般の退職手当等の額の支払を差し止める

処分をすること。

５ 一般の退職手当等の額の返納を命ずる処分

をすること。

６ 一般の退職手当等の額に相当する額の納付

を命ずる処分をすること。

７ 給料月額の是正を行うこと（人事委員会の

承認を求めることを含む。）。

８ 職員の服務に １ 副教育長に旅行を命ずること。 １ 教育監、教育次長、参事及び課長に旅行を

関する事務 ２ 副教育長の休暇等を承認すること。 命ずること。

３ 副教育長の休日及び時間外の勤務を命ずる ２ 教育監、教育次長、参事及び課長の休暇等

こと。 を承認すること。

４ 副教育長の職務に専念する義務の免除を承 ３ 教育監、教育次長、参事及び課長の休日及

認し、又は営利事業等の従事を許可するこ び時間外の勤務を命ずること。

と。 ４ 職員が職務上の秘密に属する事項について

５ 副教育長の週休日の振替又は勤務時間の割 裁判所、地方公共団体の議会その他の官公庁

振り変更を行うこと。 に出頭し、陳述し、又は供述することを許可

６ 副教育長の代休日を指定すること。 すること。

５ 教育監、教育次長、参事及び課長の職務に

専念する義務の免除を承認し、又は営利事業

等の従事を許可すること。

６ 教育監、教育次長、参事及び課長の週休日

の振替又は勤務時間の割振り変更を行うこ

と。

７ 教育監、教育次長、参事及び課長の代休日

を指定すること。

９ 許可、認可等 １ 重要な許可、認可、承認、取消し等の行政

の行政処分に関 処分を決定すること。

する事務

10 研修に関する １ 重要な研修計画を決定すること。

事務 ２ 職員に重要な研修を命ずること。

11 職員団体に関 １ 職員団体との交渉に関し、必要な事項を決 １ 職員が登録を受けた職員団体の役員として

する事務 定すること。 その業務に専ら従事することを許可し、又は

その許可を取り消すこと。

12 工事の執行に １ １件200,000,000円以上500,000,000円未満

関する事務 の工事の執行を決定すること。

２ １件50,000,000円以上の増減を伴う工事の

執行の変更を決定すること（ただし、変更

後の総額が500,000,000円未満の場合に限

る。）。

３ 工事請負契約の条項に基づき、工事の変更
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及び中止その他の重要事項を処理すること。

13 工事の検査に １ 検査員を任免すること。

関する事務 ２ １件200,000,000円以上の工事に係る竣工

検査その他の検査（部分払検査を除く。）の

検査員を指定し、当該検査員の検査報告を受

理すること。

３ 手直し工事の工法について検査員に指示す

ること。

14 物品等の取 １ １件5,000,000円以上の現金、有価証券及び １ １件20,000,000円以上70,000,000円未満の

得、処分等に関 物件の寄付（負担付のものを除く。）の受納 物品の購入を決定すること。

する事務 を決定すること。 ２ １件1,000,000円以上5,000,000円未満の現

金、有価証券及び物件の寄付（負担付のもの

を除く。）の受納を決定すること。

３ １件20,000,000円未満の物件の売買（物品

の購入を除く。）をし、又は交換をすること

を決定すること。

４ 賃貸料の年額又は当該年度における総額が

１件1,000,000円以上の物件の貸付けを決定

すること。

５ 賃借料の年額又は当該年度における総額が

１件1,000,000円以上の物件の借入れ（新規

のものに限る。）を決定すること。

６ 物件の無償貸付け又は借入れで重要又は異

例なものを決定すること。

７ 教育財産の用途廃止を決定すること（軽易

なものを除く。）。

８ 教育財産の目的外使用を許可すること。

15 労務の提供の １ １件20,000,000円以上（測量、調査、設 １ １件20,000,000円以上70,000,000円未満

受入れ等に関す 計等に係るものにあっては、40,000,000円 （測量、調査、設計等に係るものにあって

る事務 以上）の増減を伴う労務の提供を受けるこ は、40,000,000円以上70,000,000円未満）の

との変更を決定すること（変更後の総額が 労務の提供を受けることを決定すること。

70,000,000円未満の場合に限る。）。 ２ １件10,000,000円以上20,000,000円未満

（測量、調査、設計等に係るものにあって

は、2,000,000円以上40,000,000円未満）の

増減を伴う労務の提供を受けることの変更を

決定すること。

16 競争入札の参 １ 一般競争入札及び指名競争入札の参加者の

加資格に関する 資格をあらかじめ定めること。

事務

17 契約に関する １ 予定価格及び最低制限価格を定め、並びに １ 予定価格及び最低制限価格を定め、並びに

事務 指名競争入札の入札者を指名すること（教育 指名競争入札の入札者を指名すること（副教

長が決裁する事項に係る契約に限る。）。 育長が専決する事項に係る契約に限る。）。
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２ 入札保証金及び契約保証金を減免し、違約 ２ 入札保証金及び契約保証金を減免し、違

金を徴収し、並びに契約を解除すること（教 約金を徴収し、並びに契約を解除すること

育長が決裁する事項に係る契約に限る。）。 （副教育長が専決する事項に係る契約に限

３ １件50,000,000円以上又は重要な調査等の る。）。

受託を決定すること。

18 表彰に関する １ 表彰を行うこと。

事務

（第３条関係）別表第２

各課個別の教育長決裁事項・副教育長専決事項

課 事務の種類 教 育 長 決 裁 事 項 副 教 育 長 専 決 事 項

学校企画課 教員等の選考に関する １ 公立学校教員採用候補者選考試験

事務 の実施計画及び昇任候補者を決定す

ること。

２ 義務教育諸学校の校長及び教頭昇

任候補者選考試験の実施計画及び昇

任候補者を決定すること。

教育指導課 高等学校入学選抜学力 １ 高等学校入学選抜学力検査の基本

検査に関する事務 方針を決定すること。

福利課 職員の福利厚生に関す １ 職員の福利厚生事業の実施計画を

る事務 決定すること。

別表第５第３号中「４時間の」を削り、同表中第15号を第17号とし、第14号の次に次の２号を加える。

所属の会計年度任用職員の任用及び報酬の支給に関すること（非常勤職員システムにより行うものを除く。）。

所属の特別職職員の任用及び報酬の支給に関すること（非常勤職員システムにより行うものを除く。）。

附 則

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。

島根県教育委員会教育長訓令第３号

本 庁

出先機関

県立学校

教育長の権限を委任する規程（昭和47年島根県教育委員会教育長訓令第１号）の一部を次のように改正する。

令和２年３月31日

島根県教育委員会教育長 新 田 英 夫

第２条第１号を削り、同条第２号中「組織規則第10条」を「島根県教育庁組織規則（昭和43年島根県教育委員会規則第

８号。以下この号において「組織規則」という。）第10条」に改め、同号を同条第１号とし、同条中第３号を第２号とす

る。

別表非常勤職員であって日々雇用される者を任免すること。の項を削る。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。
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